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2.源泉名及び湧出地
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別表

適応症と禁忌症
適応症

浴用

神経痛、筋肉痛、関節痛、玉十肩、運動麻癒、関節
のこわぱり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、
冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりき
ず、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病

飲用(「飲用許可」を受けた温泉のみ)飲用(「飲用許可」を受けた温泉のみ)
臓病、高血圧症、その他一般にむくみのあるもの、慢性消化器病、慢性便秘

甲状腺機能亢進症のときはヨウ素を含有する温泉を

禁忌とする

浴用上の注意事項

ア温泉療養を始める場合は、初の数日の入浴回数を1日あたり1回程度とする二と。その後は1日あたり
2回ないし3回までとすること。

イ温泉療のための必要期問は、おおむね2ないし3週間を適当とすること。
ウ温泉療養開始後おおむね3日ないい週聞前後に湯あナづX湯さわり又は浴湯反応)が現れることがあ
る。「湯あナこり」の間は、入浴回数を減じ又は入浴を中止し、湯あたり症状の回を待つこと。

工以上のほか、入浴には次の諸点について注すること。
(ア)入浴時間は、入浴温度により異なるが、初めは3分ないい0分程度とし、れるに

従って延長してもよい。

(イ)入浴中は、運動浴の場合は別として一般には安を守る。
(ウ)入浴後は、身体に付着した温泉の成分を水で洗い流さない(湯ただれを起こしやす

い人は逆に浴後水で身体を洗うか、温泉成分を拭き取るのがよい)
(エ)入浴後は湯冷めに注して一定時間の安静を守る。
(オ)次の疾患については、原則として高温浴(42゜C以上)を禁忌とする。

イ高度の動脈硬化症

口高血圧症

ハ心臓病

仂)熱い温泉に入るとめまい等を起二すことがあるので十分注意をする。
(キ)食事の直前・直後の入浴は避けることが望ましい。
(ク)飲酒Lての入浴は特に注意する。

飲用上の注意事項

ア飲泉療養に際しては、温泉について専門的知識を有する医師の指を受けることが望ましい。
イ温泉飲用の一回の量は一般に10omLないし20omL程度とし、その1日のはおおむね20omLないしは
10oomLまでとすること。

ただし、貴殿の温泉については、フッ素を2.4m'/k三含むため次に掲げるを超えないこと。
(ア)大人(16才以上の者)については、1日につき、667mLを超えないこと。
(イ)小人(15才以下の者)

15才から8才まで大人を1とした場合の2分の1の

7才から5才まで大人を1とした場合の3分の1の量

4才から3才まで大人を1とした場合の6分の1の

大人を1とした場合の10分の1の2才以下

乳幼児の飲用は避けること

ウ強塩泉、酸性泉、含アルミニウム泉及び含鉄泉はその泉質と度によって減し、又は希釈して飲用す
ること。

工以上のほか、飲用については次の諸点について注意すること。
(ア)一般には食前30分ないい時間がよい。

(イ)タ食後から就前の飲用はなるべく避けることが望ましい。

環境庁(現境省)通知(昭和57年環自施第227号)に基づく
注1 この表は、温泉法第14条による掲示に必要な参考資料となるものです。
注2 温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合にあっては、温泉利用基準(昭50.フ.12環自企

第424号)に適合することが必要である。
注3 温泉を公共の浴用又は飲用に供しない場合にあっても、温泉の浴用又は飲用としての

利用に当たっては、上記温泉利用基準に適合していることが望ましい。

症

(塩化物泉)

浴用

急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性
、重い心臓病、呼吸不全、不全、出血性疾患、

高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠
中(特に初期と末期)

忌禁


